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亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（介護補償） （介護補償） 

第１５条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、

当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害で

あって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状

態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介

護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受け

る場合に通常要する費用を考慮して市長が定める金額を支給する。た

だし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間につ

いては、介護補償は、行わない。 

第１５条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、

当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害で

あって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状

態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介

護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受け

る場合に通常要する費用を考慮して市長が定める金額を支給する。た

だし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間につ

いては、介護補償は、行わない。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設

（次号において「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同

条第７項に規定する生活介護（次号において「生活介護」という。）

を受けている場合に限る。） 

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定する障害者支援施設

（次号において「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同

条第７項に規定する生活介護（次号において「生活介護」という。）

を受けている場合に限る。） 

（３）（略） （３）（略） 
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亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略）  （略） （略） 

保育所嘱託医 基本額 年額 ２１９,０００円 旅費条例別表

の消防長及び

医療センター

院長の項に規

定する旅費に 

 人数割額 年額 ５月１日現在にお

ける乳児及び幼児の数に

６７０円を乗じて得た額 

保育所嘱託歯科医 基本額 年額 ２１９,０００円 

 人数割額 年額 ５月１日現在にお

ける乳児及び幼児の数に

４４０円を乗じて得た額 

相当する額 

（略）  （略） （略） 
 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略）  （略） （略） 

保育所嘱託医 年額 ２１９,０００円 旅費条例別表

の消防長及び

医療センター

院長の項に規

定する旅費に 

 

 

 

 

保育所嘱託歯科医 年額 １０９,５００円 

 

 

 

 相当する額 

（略）  （略） （略） 
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亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（手数料を徴収する事務、金額等） （手数料を徴収する事務、金額等） 

第２条 手数料を徴収する事務、手数料の名称及び金額は、別表第１か

ら別表第５までに定めるとおりとする。 

第２条 手数料を徴収する事務、手数料の名称及び金額は、別表第１及

び別表第２  に定めるとおりとする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

別表第１（第２条、第５条関係） 

証明等関係手数料 

別表第１（第２条、第５条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

（略） （略） （略） 
 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

（略） （略） （略） 
 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

危険物関係手数料 危険物関係手数料 

手数料を徴収する事務 金額（１件につき） 

１ （略）  （略） 

２ 消防法第１１条第１項前段

の規定に基づく製造所の設置

の許可の申請に対する審査 

ア～エ （略） 

オ 指定数量の倍数が２００を超える

製造所の設置の許可の申請に係る審

査 ９２,０００円 

３ 消防法第１１条第１項前段

の規定に基づく貯蔵所の設置

の許可の申請に対する審査 

ア～ウ （略） 

エ 特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を

有する特定屋外貯蔵タンクのうち総

務省令で定めるものに係る特定屋外

タンク貯蔵所（オにおいて「浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵所」という。）、

浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクの

手数料を徴収する事務 金額（１件につき） 

１ （略）  （略） 

２ 消防法第１１条第１項前段

の規定に基づく製造所の設置

の許可の申請に対する審査 

ア～エ （略） 

オ 指定数量の倍数が２００を超える

製造所の設置の許可の申請に係る審

査 ９１,０００円 

３ 消防法第１１条第１項前段

の規定に基づく貯蔵所の設置

の許可の申請に対する審査 

ア～ウ （略） 

エ 特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を

有する特定屋外貯蔵タンクのうち総

務省令で定めるものに係る特定屋外

タンク貯蔵所（オにおいて「浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵所」という。）、

浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクの
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うち総務省令で定めるものに係る特

定屋外タンク貯蔵所（オにおいて「浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」とい

う。）及び岩盤タンクに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。）の設置の許可の申

請に係る審査 次に掲げる特定屋外

タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア）危険物の貯蔵最大数量が１,００

０キロリットル以上５,０００キロ

リットル未満の特定屋外タンク貯

蔵所 ８３０,０００円 

（イ）危険物の貯蔵最大数量が５,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１，０１０,０００円 

（ウ）危険物の貯蔵最大数量が１万キロ

リットル以上５万キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 １,１

２０,０００円 

（エ）危険物の貯蔵最大数量が５万キロ

リットル以上１０万キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 １,

４２０,０００円 

（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,６６０,０００円 

（カ）危険物の貯蔵最大数量が２０万キ

ロリットル以上３０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

うち総務省令で定めるものに係る特

定屋外タンク貯蔵所（オにおいて「浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」とい

う。）及び岩盤タンクに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。）の設置の許可の申

請に係る審査 次に掲げる特定屋外

タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア）危険物の貯蔵最大数量が１,００

０キロリットル以上５,０００キロ

リットル未満の特定屋外タンク貯

蔵所 ８２０,０００円 

（イ）危険物の貯蔵最大数量が５,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

９９０,０００円 

（ウ）危険物の貯蔵最大数量が１万キロ

リットル以上５万キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 １,１

００,０００円 

（エ）危険物の貯蔵最大数量が５万キロ

リットル以上１０万キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所 １,

４００,０００円 

（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,６４０,０００円 

（カ）危険物の貯蔵最大数量が２０万キ

ロリットル以上３０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 
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３,８８０,０００円 

（キ）危険物の貯蔵最大数量が３０万キ

ロリットル以上４０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

５,１００,０００円 

（ク） （略） 

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

の設置の許可の申請に係る審査 次

に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア）危険物の貯蔵最大数量が１,００

０キロリットル以上５,０００キロ

リットル未満の浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 １,１３０,０

００円 

（イ）危険物の貯蔵最大数量が５,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満の浮き屋根式特定屋外タ

ンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所 １,３４０,０００

円 

（ウ）危険物の貯蔵最大数量が１万キロ

リットル以上５万キロリットル未

満の浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所 １,５００,０００円 

（エ） （略） 

３,８５０,０００円 

（キ）危険物の貯蔵最大数量が３０万キ

ロリットル以上４０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

５,０９０,０００円 

（ク） （略） 

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

の設置の許可の申請に係る審査 次

に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア）危険物の貯蔵最大数量が１,００

０キロリットル以上５,０００キロ

リットル未満の浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 １,１２０,０

００円 

（イ）危険物の貯蔵最大数量が５,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満の浮き屋根式特定屋外タ

ンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所 １,３３０,０００

円 

（ウ）危険物の貯蔵最大数量が１万キロ

リットル以上５万キロリットル未

満の浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所 １,４８０,０００円 

（エ） （略） 
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（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所 ２,１４０,０００円 

（カ）危険物の貯蔵最大数量が２０万キ

ロリットル以上３０万キロリット

ル未満の浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所 ４,３５０,０００円 

（キ）及び（ク） （略）  

カ～シ （略）  

４ 消防法第１１条第１項前段

の規定に基づく取扱所の設置

の許可の申請に対する審査 

ア～オ （略）  

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に

係る審査 次に掲げる一般取扱所の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

（ア）～（エ） （略） 

（オ）指定数量の倍数が２００を超える

一般取扱所 ９２,０００円 

５～１４ （略） （略） 

１５ 消防法第１１条の２第１

項の規定に基づく製造所、貯蔵

所又は取扱所の設置の許可に

係る完成検査前検査 

ア～ウ （略）  

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外

タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア）及び（イ） （略）  

（ウ）危険物の貯蔵最大数量が１万キロ

リットル以上５万キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 ９９

０,０００円 

（エ） （略） 

（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所 ２,１２０,０００円 

（カ）危険物の貯蔵最大数量が２０万キ

ロリットル以上３０万キロリット

ル未満の浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所 ４,３３０,０００円 

（キ）及び（ク） （略）  

カ～シ （略）  

４ 消防法第１１条第１項前段

の規定に基づく取扱所の設置

の許可の申請に対する審査 

ア～オ （略）  

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に

係る審査 次に掲げる一般取扱所の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

（ア）～（エ） （略） 

（オ）指定数量の倍数が２００を超える

一般取扱所 ９１,０００円 

５～１４ （略） （略） 

１５ 消防法第１１条の２第１

項の規定に基づく製造所、貯蔵

所又は取扱所の設置の許可に

係る完成検査前検査 

ア～ウ （略）  

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外

タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア）及び（イ） （略）  

（ウ）危険物の貯蔵最大数量が１万キロ

リットル以上５万キロリットル未

満の特定屋外タンク貯蔵所 ９５

０,０００円 

（エ） （略） 

（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ
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ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,７２０,０００円 

（カ）危険物の貯蔵最大数量が２０万キ

ロリットル以上３０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

３,３２０,０００円 

（キ）危険物の貯蔵最大数量が３０万キ

ロリットル以上４０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

４,０６０,０００円 

（ク）危険物の貯蔵最大数量が４０万キ

ロリットル以上の特定屋外タンク

貯蔵所 ４,６５０,０００円 

オ （略） 

１６ （略） （略） 

１７ 消防法第１４条の３第１

項又は第２項の規定に基づく

特定屋外タンク貯蔵所又は移

送取扱所の保安に関する検査 

ア 特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンク

に係る屋外タンク貯蔵所を除く。）の

保安に関する検査 次に掲げる特定

屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

（ア） （略） 

（イ）危険物の貯蔵最大数量が５,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

４３０,０００円 

（ウ） （略） 

（エ）危険物の貯蔵最大数量が５万キロ

リットル以上１０万キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所  

９６０,０００円 

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,６５０,０００円 

（カ）危険物の貯蔵最大数量が２０万キ

ロリットル以上３０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

３,１８０,０００円 

（キ）危険物の貯蔵最大数量が３０万キ

ロリットル以上４０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

３,８９０,０００円 

（ク）危険物の貯蔵最大数量が４０万キ

ロリットル以上の特定屋外タンク

貯蔵所 ４,４５０,０００円 

オ （略） 

１６ （略） （略） 

１７ 消防法第１４条の３第１

項又は第２項の規定に基づく

特定屋外タンク貯蔵所又は移

送取扱所の保安に関する検査 

ア 特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンク

に係る屋外タンク貯蔵所を除く。）の

保安に関する検査 次に掲げる特定

屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

（ア） （略） 

（イ）危険物の貯蔵最大数量が５,００

０キロリットル以上１万キロリッ

トル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

４１０,０００円 

（ウ） （略） 

（エ）危険物の貯蔵最大数量が５万キロ

リットル以上１０万キロリットル

未満の特定屋外タンク貯蔵所  

９２０,０００円 
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（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,２１０,０００円 

（カ）危険物の貯蔵最大数量が２０万キ

ロリットル以上３０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

２,９５０,０００円 

（キ）危険物の貯蔵最大数量が３０万キ

ロリットル以上４０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

３,６２０,０００円 

（ク）危険物の貯蔵最大数量が４０万キ

ロリットル以上の特定屋外タンク

貯蔵所 ４,１７０,０００円 

イ及びウ （略）  
 

（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

１,１６０,０００円 

（カ）危険物の貯蔵最大数量が２０万キ

ロリットル以上３０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

２,８３０,０００円 

（キ）危険物の貯蔵最大数量が３０万キ

ロリットル以上４０万キロリット

ル未満の特定屋外タンク貯蔵所 

３,４７０,０００円 

（ク）危険物の貯蔵最大数量が４０万キ

ロリットル以上の特定屋外タンク

貯蔵所 ４,０００,０００円 

イ及びウ （略）  
 

別表第３（第２条関係） 

１ 建築基準法関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１ 建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号。

以下この表において

「法」という。）第６条

第１項（法第８８条第

１項において準用する

場合を含む。）の規定に

基づく確認の申請又は

法第１８条第２項（法

第８８条第１項におい

て準用する場合を含

確認申請又は計画通

知の手数料 

２の表に定める金額（申

請に係る建築物が法第６

条第５項の構造計算適合

性判定を求めなければな

らないものである場合に

あっては、建築物ごとに、

３の表に定める金額を加

算した金額） 
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む。）の規定に基づく通

知に対する審査 

２ 高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に

関する法律（平成１８年

法律第９１号）第１７条

第４項の規定により同

条第１項の認定申請に

併せて提出する法第６

条第１項の規定に基づ

く確認の申請に対する

審査 

バリアフリー認定申

請に併せて提出する

建築確認申請手数料 

申請に係る建築物が法第

６条第５項の構造計算適

合性判定を求めなければ

ならないものである場合

にあっては、建築物ごと

に、３の表に定める金額

に消費税及び地方消費税

に相当する額を加算した

金額 

３ 法第７条第１項（法

第８８条第１項におい

て準用する場合を含

む。）の規定に基づく検

査の申請又は法第１８

条第１４項（法第８８

条第１項において準用

する場合を含む。）の規

定に基づく通知に対す

る審査 

完了検査申請又は完

了通知の手数料 

４の表に定める金額 

４ 法第８５条第５項の

規定に基づく仮設建築

物の建築の許可の申請

に対する審査 

仮設建築物建築許可

申請手数料 

１２０，０００円 

５ 法第８６条第１項の

規定に基づく１又は２

以上の建築物に関する

特例の認定の申請に対

する審査 

一団地内に建築され

る１又は２以上の建

築物の特例認定申請

手数料 

建築物の数が１又は２で

ある場合にあっては７

８，０００円、建築物の

数が３以上である場合に

あっては７８，０００円
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に２を超える建築物の数

に２８，０００円を乗じ

て得た額を加算した金額 

６ 法第８６条第２項の

規定に基づく複数建築

物に関する特例の認定

の申請に対する審査 

既存建築物を前提と

した総合的設計によ

る建築物の特例認定

申請手数料 

建築物（既存建築物を除

く。以下この項において

同じ。）の数が１である

場合にあっては７８，０

００円、建築物の数が２

以上である場合にあって

は７８，０００円に１を

超える建築物の数に２

８，０００円を乗じて得

た額を加算した金額 

７ 法第８６条の２第１

項の規定に基づく一敷

地内認定建築物以外の

建築物の建築の認定の

申請に対する審査 

一敷地内認定建築物

以外の建築物の建築

認定申請手数料 

建築物（一敷地内認定建

築物を除く。以下この項

において同じ。）の数が

１である場合にあっては

７８，０００円、建築物

の数が２以上である場合

にあっては７８，０００

円に１を超える建築物の

数に２８，０００円を乗

じて得た額を加算した金

額 

８ 法第８６条の５第１

項の規定に基づく一の

敷地とみなすこと等の

認定の取消しの申請に

対する審査 

一の敷地とみなすこ

と等の認定の取消し

申請手数料 

６，４００円に現に存す

る建築物の数に１２，０

００円を乗じて得た額を

加算した金額 

９ 法第８６条の６第２

項の規定に基づく建築

一団地の住宅施設に

関する都市計画に基

２７，０００円 
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物の容積率、建ぺい率、

外壁の後退距離又は高

さに関する制限の適用

除外に係る認定の申請

に対する審査 

づく建築物の容積率、

建ぺい率、外壁の後退

距離又は高さに関す

る制限の適用除外に

係る認定申請手数料 

１０ 法第８６条の８第

１項の規定に基づく既

存の一の建築物につい

て２以上の工事に分け

て工事を行う場合の制

限の緩和に係る認定の

申請に対する審査 

既存の一の建築物を

段階的に改修する場

合の制限の緩和に係

る認定申請手数料 

２７，０００円 

１１ 法第８６条の８第

３項の規定に基づく既

存の一の建築物につい

て２以上の工事に分け

て工事を行う場合の制

限の緩和に係る認定の

変更の申請に対する審

査 

既存の一の建築物を

段階的に改修する場

合の制限の緩和に係

る認定の変更認定申

請手数料 

２７，０００円 

２ 確認申請又は計画通知の手数料 

（１）建築物を建築する場合 

床面積の合計 金額 

３０平方メートル以内のもの ８，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メート

ル以内のもの 

１９，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メー

トル以内のもの 

４１，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メー

トル以内のもの 

６３，０００円 
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５００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの 

１０７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの 

１５５，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のもの 

２３１，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０

００平方メートル以内のもの 

３４１，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ６１０，０００円 

（２）確認又は通知を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する

場合（移転する場合を除く。） 

手数料の金額 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１

（床面積の増加する部分にあっては、当該増加

する部分の床面積）について、（１）により算

出した額 

（３）建築物を移転する場合（（４）に掲げる場合を除く。） 

手数料の金額 当該移転に係る部分の床面積の２分の１につい

て、（１）により算出した額 

（４）確認又は通知を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する

場合 

手数料の金額 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１

について、（１）により算出した額 

（５）工作物の場合 

区分 金額 

工作物を築造する場合 １７，０００円 

確認又は通知を受けた工作

物の計画の変更をして工作

物を築造する場合 

７，０００円 

３ 構造計算適合性判定手数料 
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区分 金額 

法第２０条第２号イ又は第

３号イの構造計算が同条第

２号イに規定する方法で適

正に行われたものであるか

を判定する場合 

１５７，０００円 

法第２０条第２号イ又は第

３号イの構造計算が同条第

２号イ又は第３号イに規定

するプログラムで適正に行

われたものであるかを判定

する場合 

１０８，０００円 

備考 一の建築物の２以上の部分がエキスパンションジョイントその

他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における

当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。 

４ 完了検査申請又は完了通知の手数料 

（１）建築物を建築した場合（移転を除く。） 

床面積の合計 金額 

３０平方メートル以内のもの １７，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メート

ル以内のもの 

２２，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メー

トル以内のもの 

３６，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メー

トル以内のもの 

５１，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの 

６７，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの 

９５，０００円 
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２，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のもの 

１７１，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０

００平方メートル以内のもの 

２４４，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４４９，０００円 

（２）建築物を移転した場合 

手数料の金額 当該移転に係る部分の床面積の２分の１につい

て、（１）により算出した額 

（３）工作物の場合 

区分 金額 

工作物 ２９，０００円 

別表第４（第２条関係） 

１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１ 長期優良住宅の普

及の促進に関する法

律（平成２０年法律第

８７号）第５条第１項

及び第２項の規定に

基づく長期優良住宅

建築等計画の認定の

申請に対する審査 

長期優良住宅建築等

計画認定申請手数料 

２の表に定める金額。た

だし、次の各号に該当す

る場合は、当該各号に定

める金額を加算する。 

（１）長期優良住宅の普 

及の促進に関する法

律第６条第２項の規

定による申出がある

場合 別表第３の１

の表１の項に定める

金額 

（２）前号の申出に係る

建築物が建築基準法

第６条第５項の構造

計算適合性判定を求

めなければならない
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ものである場合 建

築物ごとに別表第３

の３の表に定める金

額に消費税及び地方

消費税に相当する額

を加算した金額 

２ 長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

５条第３項の規定に基

づく長期優良住宅建築

等計画の認定の申請に

対する審査 

長期優良住宅建築等

計画（分譲事業者単独

作成）認定申請手数料 

３の表に定める金額。た

だし、次の各号に該当す

る場合は、当該各号に定

める金額を加算する。

（１）長期優良住宅の普 

及の促進に関する法

律第６条第２項の規

定による申出がある

場合 別表第３の１

の表１の項に定める

金額 

（２）前号の申出に係る

建築物が建築基準法

第６条第５項の構造

計算適合性判定を求

めなければならない

ものである場合 建

築物ごとに別表第３

の３の表に定める金

額に消費税及び地方

消費税に相当する額

を加算した金額 

３ 長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

８条第１項の規定に基

長期優良住宅建築等

計画変更認定申請に

併せて提出する建築

長期優良住宅の普及の促

進に関する法律第６条第

２項の規定による申出が



  

 

16 

づく認定を受けた長期

優良住宅建築等計画の

変更の認定の申請に併

せて提出する建築基準

法第６条第１項の規定

に基づく確認の申請に

対する審査 

確認申請手数料 ある場合には、別表第３

の１の表１の項に定める

金額。ただし、申出に係

る建築物が建築基準法第

６条第５項の構造計算適

合性判定を求めなければ

ならないものである場合

は、建築物ごとに別表第

３の３の表に定める金額

に消費税及び地方消費税

に相当する額を加算した

金額を加算する。 

４ 長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

９条第１項の規定に基

づく譲受人を決定した

場合における認定を受

けた長期優良住宅建築

等計画の変更の認定の

申請に対する審査 

長期優良住宅建築等

計画変更（譲受人決定

時）認定申請手数料 

４の表に定める金額 

２ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 

区分 

１戸当たりの手数料の金額 

申請に係る長期優良

住宅建築等計画が、住

宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成

１１年法律第８１号）

第５条第１項に規定

する登録住宅性能評

価機関により長期優

良住宅の普及の促進

申請に係る長期優良

住宅建築等計画が、住

宅の品質確保の促進

等に関する法律第５

条第１項に規定する

登録住宅性能評価機

関により長期優良住

宅の普及の促進に関

する法律第６条第１
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に関する法律第６条

第１項第１号から第

４号までに掲げる基

準に適合していると

認められたものであ

る場合 

項第１号から第４号

までに掲げる基準に

適合していると認め

られたものでない場

合 

一戸建ての住宅 ６，７００円 ５０，６００円 

一戸

建て

の住

宅以

外の

住宅 

総戸数が５戸

以下のもの 

２，７００円 ２３，８００円 

総戸数が５戸

を超え１０戸

以下のもの 

２，４００円 １９，０００円 

総戸数が１０

戸を超え２５

戸以下のもの 

１，３００円 １５，０００円 

総戸数が２５

戸を超え５０

戸以下のもの 

１，２００円 １３，５００円 

総戸数が５０

戸を超え１０

０戸以下のも

の 

１，１００円 １１，６００円 

総戸数が１０

０戸を超え２

００戸以下の

もの 

９００円 １０，７００円 

総戸数が２０

０戸を超え３

００戸以下の

もの 

７００円 １０，２００円 
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総戸数が３０

０戸を超える

もの 

６００円 ９，４００円 

３ 長期優良住宅建築等計画（分譲事業者単独作成）認定申請手数料 

区分 

１戸当たりの手数料の金額 

申請に係る長期優良

住宅建築等計画が、住

宅の品質確保の促進

等に関する法律第５

条第１項に規定する

登録住宅性能評価機

関により長期優良住

宅の普及の促進に関

する法律第６条第１

項第１号から第３号

まで及び第５号に掲

げる基準に適合して

いると認められたも

のである場合 

申請に係る長期優良

住宅建築等計画が、住

宅の品質確保の促進

等に関する法律第５

条第１項に規定する

登録住宅性能評価機

関により長期優良住

宅の普及の促進に関

する法律第６条第１

項第１号から第３号

まで及び第５号に掲

げる基準に適合して

いると認められたも

のでない場合 

一戸建ての住宅 ６，７００円 ４３，８００円 

一戸

建て

の住

宅以

外の

住宅 

総戸数が５戸

以下のもの 

２，７００円 ２１，６００円 

総戸数が５戸

を超え１０戸

以下のもの 

２，４００円 １７，４００円 

総戸数が１０

戸を超え２５

戸以下のもの 

１，３００円 １３，７００円 

総戸数が２５

戸を超え５０

戸以下のもの 

１，２００円 １２，６００円 
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総戸数が５０

戸を超え１０

０戸以下のも

の 

１，１００円 １１，０００円 

総戸数が１０

０戸を超え２

００戸以下の

もの 

９００円 １０，２００円 

総戸数が２０

０戸を超え３

００戸以下の

もの 

７００円 ９，７００円 

総戸数が３０

０戸を超える

もの 

６００円 ８，９００円 

４ 長期優良住宅建築等計画変更（譲受人決定時）認定申請手数料 

区分 

１戸当たりの手数料の金額 

申請に係る長期優良

住宅建築等計画が、住

宅の品質確保の促進

等に関する法律第５

条第１項に規定する

登録住宅性能評価機

関により長期優良住

宅の普及の促進に関

する法律第８条第２

項の規定により準用

する同法第６条第１

項第４号に掲げる基

準に適合していると

認められたものであ

申請に係る長期優良

住宅建築等計画が、住

宅の品質確保の促進

等に関する法律第５

条第１項に規定する

登録住宅性能評価機

関により長期優良住

宅の普及の促進に関

する法律第８条第２

項の規定により準用

する同法第６条第１

項第４号に掲げる基

準に適合していると

認められたものでな
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る場合 い場合 

一戸建ての住宅 ６，７００円 １３，５００円 

一戸

建て

の住

宅以

外の

住宅 

総戸数が５戸

以下のもの 

２，７００円 ４，９００円 

総戸数が５戸

を超え１０戸

以下のもの 

２，４００円 ４，０００円 

総戸数が１０

戸を超え２５

戸以下のもの 

１，３００円 ２，７００円 

総戸数が２５

戸を超え５０

戸以下のもの 

１，２００円 ２，１００円 

総戸数が５０

戸を超え１０

０戸以下のも

の 

１，１００円 １，６００円 

総戸数が１０

０戸を超え２

００戸以下の

もの 

９００円 １，４００円 

総戸数が２０

０戸を超え３

００戸以下の

もの 

７００円 １，２００円 

総戸数が３０

０戸を超える

もの 

６００円 １，０００円 

別表第５（第２条関係） 

１ 都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料 
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手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１ 都市の低炭素化の促

進に関する法律（平成

２４年法律第８４号）

第５３条第１項の規定

に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申

請に対する審査 

低炭素建築物新築等

計画認定申請手数料 

２の表に定める金額。た

だし、次の各号に該当す

る場合は、当該各号に定

める金額を加算する。

（１）都市の低炭素化の 

促進に関する法律第

５４条第２項の規定

による申出がある場

合 別表第３の１の

表１の項に定める金

額 

（２）前号の申出に係る

建築物が建築基準法

第６条第５項の構造

計算適合性判定を求

めなければならない

ものである場合 建

築物ごとに別表第３

の３の表に定める金

額に消費税及び地方

消費税に相当する額

を加算した金額 

２ 都市の低炭素化の促

進に関する法律第５５

条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等

計画の変更の認定の申

請に対する審査 

低炭素建築物新築等

計画変更認定申請手

数料 

３の表に定める金額。た

だし、次の各号に該当す

る場合は、当該各号に定

める金額を加算する。

（１）都市の低炭素化の 

促進に関する法律第

５４条第２項の規定

による申出がある場
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合 別表第３の１の

表１の項に定める金

額 

（２）前号の申出に係る

建築物が建築基準法

第６条第５項の構造

計算適合性判定を求

めなければならない

ものである場合 建

築物ごとに別表第３

の３の表に定める金

額に消費税及び地方

消費税に相当する額

を加算した金額 

２ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 

区分 

１件当たりの手数料の金額 

申請に係る低炭素建

築物新築等計画が、市

長が定めた機関によ

り都市の低炭素化の

促進に関する法律第

５４条第１項各号に

掲げる基準に適合し

ていると認められた

ものである場合 

申請に係る低炭素建

築物新築等計画が、市

長が定めた機関によ

り都市の低炭素化の

促進に関する法律第

５４条第１項各号に

掲げる基準に適合し

ていると認められた

ものでない場合 

一戸建ての住宅 ５，０００円 ３６，８００円 

共

同

住

宅

等 

住

戸

部

分 

１棟の申請戸

数が１戸のも

の 

５，０００円 ３６，８００円 

１棟の申請戸

数が１戸を超

１０，１００円 ７４，５００円 
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え５戸以下の

もの 

１棟の申請戸

数が５戸を超

え１０戸以下

のもの 

１７，３００円 １０４，８００円 

１棟の申請戸

数が１０戸を

超え２５戸以

下のもの 

２８，９００円 １４７，５００円 

１棟の申請戸

数が２５戸を

超え５０戸以

下のもの 

４８，４００円 ２１１，９００円 

１棟の申請戸

数が５０戸を

超え１００戸

以下のもの 

８６，８００円 ３０３，８００円 

１棟の申請戸

数が１００戸

を超え２００

戸以下のもの 

１３７，４００円 ４１１，５００円 

１棟の申請戸

数が２００戸

を超え３００

戸以下のもの 

１７３，６００円 ５３９，６００円 

１棟の申請戸

数が３００戸

を超えるもの 

１８５，１００円 ６３３，６００円 

共

用

床面積が３０

０平方メート

１０，１００円 １１７，９００円 



  

 

24 

部

分 

ル以内のもの 

床面積が３０

０平方メート

ルを超え２，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

２８，９００円 １９４，５００円 

床面積が２，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

内のもの 

８６，８００円 ３０３，０００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以内のもの 

１３７，４００円 ３８９，１００円 

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１７３，６００円 ４６５，１００円 

床 面 積 が ２

５，０００平

方メートルを

超えるもの 

２１７，０００円 ５４１，７００円 

非住 床面積が３０ １０，１００円 ２６０，４００円 
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宅建

築物 

０平方メート

ル以内のもの 

床面積が３０

０平方メート

ルを超え２，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

２８，９００円 ４１５，１００円 

床面積が２，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

内のもの 

８６，８００円 ５９０，９００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以内のもの 

１３７，４００円 ７２４，７００円 

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１７３，６００円 ８５４，２００円 

床 面 積 が ２

５，０００平

方メートルを

超えるもの 

２１７，０００円 ９７５，０００円 
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備考 

１ この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外の部分を

有しない１戸の住宅をいう。 

２ この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一

戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の部分（共用部分

を除く。）を有しないものをいう。 

３ この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する部分を

いう。 

４ この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段その他の

共用部分をいう。 

５ この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しない建築

物をいう。 

６ 共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合又は共同住宅等

の住戸部分及び共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合の

手数料の金額は、次に掲げる手数料の金額の合計額とする。この場

合において、この表中「申請戸数」とあるのは、「総戸数」と読み

替えるものとする。 

（１）共同住宅等の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住戸部分

の手数料の金額 

（２）共同住宅等の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共用部分

の手数料の金額 

７ 複合建築物（住戸部分及び住戸部分以外の部分（共用部分を除

く。）を有する建築物をいう。備考８において同じ。）について、当

該建築物全体の認定申請をする場合又は当該建築物の住戸部分及

び当該建築物全体の認定申請をする場合の手数料の金額は、当該建

築物の形態に応じて、（１）及び（４）の金額の合計額又は（２）、

（３）及び（４）の金額の合計額とする。この場合において、この

表中「申請戸数」とあるのは、「総戸数」と読み替えるものとする。 

（１）一戸建ての住宅の手数料の金額 

（２）複合建築物の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住戸部分

の手数料の金額 
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（３）複合建築物の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共用部分

の手数料の金額 

（４）複合建築物の住戸部分及び共用部分以外の部分の床面積に応じ

た非住宅建築物の手数料の金額 

８ 複合建築物について、当該建築物の住戸部分の認定申請をする場

合の手数料の金額は、当該建築物の形態に応じて、一戸建ての住宅

の手数料の金額又は認定申請をする住戸部分の戸数に応じた共同

住宅等の住戸部分の手数料の金額とする。 

３ 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 

区分 

１件当たりの手数料の金額 

申請に係る低炭素建

築物新築等計画が、市

長が定めた機関によ

り都市の低炭素化の

促進に関する法律第

５５条第２項の規定

により準用する同法

第５４条第１項各号

に掲げる基準に適合

していると認められ

たものである場合 

申請に係る低炭素建

築物新築等計画が、市

長が定めた機関によ

り都市の低炭素化の

促進に関する法律第

５５条第２項の規定

により準用する同法

第５４条第１項各号

に掲げる基準に適合

していると認められ

たものでない場合 

一戸建ての住宅 ３，０００円 １８，９００円 

共

同

住

宅

等 

住

戸

部

分 

１棟の申請戸

数が１戸のも

の 

３，０００円 １８，９００円 

１棟の申請戸

数が１戸を超

え５戸以下の

もの 

６，０００円 ３８，２００円 

１棟の申請戸

数が５戸を超

１０，４００円 ５４，１００円 
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え１０戸以下

のもの 

１棟の申請戸

数が１０戸を

超え２５戸以

下のもの 

１７，３００円 ７６，６００円 

１棟の申請戸

数が２５戸を

超え５０戸以

下のもの 

２９，０００円 １１０，８００円 

１棟の申請戸

数が５０戸を

超え１００戸

以下のもの 

５２，０００円 １６０，５００円 

１棟の申請戸

数が１００戸

を超え２００

戸以下のもの 

８２，４００円 ２１９，５００円 

１棟の申請戸

数が２００戸

を超え３００

戸以下のもの 

１０４，１００円 ２８７，１００円 

１棟の申請戸

数が３００戸

を超えるもの 

１１１，１００円 ３３５，３００円 

共

用

部

分 

床面積が３０

０平方メート

ル以内のもの 

６，０００円 ５９，９００円 

床面積が３０

０平方メート

ルを超え２，

１７，３００円 １００，１００円 
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０００平方メ

ートル以内の

もの 

床面積が２，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

内のもの 

５２，０００円 １６０，２００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以内のもの 

８２，４００円 ２０８，３００円 

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１０４，１００円 ２４９，９００円 

床 面 積 が ２

５，０００平

方メートルを

超えるもの 

１３０，２００円 ２９２，５００円 

非住

宅建

築物 

床面積が３０

０平方メート

ル以内のもの 

６，０００円 １３１，２００円 

床面積が３０

０平方メート

１７，３００円 ２１０，４００円 
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ルを超え２，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

床面積が２，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

内のもの 

５２，０００円 ３０４，１００円 

床面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以内のもの 

８２，４００円 ３７６，１００円 

床 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２５，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１０４，１００円 ４４４，４００円 

床 面 積 が ２

５，０００平

方メートルを

超えるもの 

１３０，２００円 ５０９，２００円 

備考 

１ この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外の部分を

有しない１戸の住宅をいう。 

２ この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一
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戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の部分（共用部分

を除く。）を有しないものをいう。 

３ この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する部分を

いう。 

４ この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段その他の

共用部分をいう。 

５ この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しない建築

物をいう。 

６ 共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合又は共同住宅等

の住戸部分及び共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合の

手数料の金額は、次に掲げる手数料の金額の合計額とする。この場

合において、この表中「申請戸数」とあるのは、「総戸数」と読み

替えるものとする。 

（１）共同住宅等の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住戸部分

の手数料の金額 

（２）共同住宅等の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共用部分

の手数料の金額 

７ 複合建築物（住戸部分及び住戸部分以外の部分（共用部分を除

く。）を有する建築物をいう。備考８において同じ。）について、当

該建築物全体の認定申請をする場合又は当該建築物の住戸部分及

び当該建築物全体の認定申請をする場合の手数料の金額は、当該建

築物の形態に応じて、（１）及び（４）の金額の合計額又は（２）、

（３）及び（４）の金額の合計額とする。この場合において、この

表中「申請戸数」とあるのは、「総戸数」と読み替えるものとする。 

（１）一戸建ての住宅の手数料の金額 

（２）複合建築物の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住戸部分

の手数料の金額 

（３）複合建築物の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共用部分

の手数料の金額 

（４）複合建築物の住戸部分及び共用部分以外の部分の床面積に応じ

た非住宅建築物の手数料の金額 
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８ 複合建築物について、当該建築物の住戸部分の認定申請をする場

合の手数料の金額は、当該建築物の形態に応じて、一戸建ての住宅

の手数料の金額又は認定申請をする住戸部分の戸数に応じた共同

住宅等の住戸部分の手数料の金額とする。 
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亀山市基金条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（積立基金の名称等） （積立基金の名称等） 

第３条 市が設置する積立基金の名称及び設置目的は、次の表のとおりと

する。 
第３条 市が設置する積立基金の名称及び設置目的は、次の表のとおりと

する。 

名称 設置目的 

 （略）  （略） 

関宿にぎわいづ

くり基金 

関宿及びその周辺地域のにぎわいづくりに寄与する活

動の支援に要する資金に充てるため 

みえ森と緑の県

民税市町交付金

基金 

災害に強い森林づくり及び市民全体で森林を支える社

会づくりを推進する施策に要する資金に充てるため 

 

名称 設置目的 

 （略）  （略） 

関宿にぎわいづ

くり基金 

関宿及びその周辺地域のにぎわいづくりに寄与する活

動の支援に要する資金に充てるため 
 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 
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亀山市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（保育料の減免） （保育料の減免） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 市長は、園児の保護者が次の各号のいずれかの世帯に属するときは、

保育料を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長は、園児の保護者が次の各号のいずれかの世帯に属するときは、

保育料を減額し、又は免除することができる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４）前３号以外の世帯で、園児に園児その他の教育委員会規則で定め

る児童である兄若しくは姉が１人以上いる世帯又は園児に小学校１

年生から３年生までの兄若しくは姉がいる世帯 
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亀山市社会教育委員条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（定数等） （定数） 

第２条 （略） 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから亀山市教育委員会が委嘱する。 

（１）学校教育の関係者 

（２）社会教育の関係者 

（３）家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（４）学識経験のある者 

第２条 （略） 
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亀山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。  

（１）青少年関係の団体又は機関の代表者  

（２）関係行政機関の職員  

（３）学識経験のある者  

（４）その他市長が必要と認める者  

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 協議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 ２ 協議会に、    副会長１人 を置き、委員の互選により定める。 

３ （略） ３ （略） 
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亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（納期等） （納期） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ （略） 

３ 納期ごとの分割金額に１００円未満の端数がある場合又は当該分割

金額の全額が１００円未満である場合は、その端数金額又は当該分割

金額の全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。 

２ （略） 
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亀山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（占用料の額） （占用料の額） 

第２条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第３２条第

１項又は第３項  の規定により許可をした           

      占用の期間（電線共同溝に係る占用料にあっては、電線

共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号。以下「電

線共同溝整備法」という。）第１０条、第１１条第１項若しくは第１

２条第１項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第２１条の

規定により協議が成立した占用することができる期間（当該許可又は

当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許

可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事

を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間）。

以下この項、第４条及び別表の備考第５号において同じ。）に相当す

る期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額

（その額が１００円に満たない場合にあっては、１００円）とする。

ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表

占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間

を、同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額（以下

「各年度の占用料の額」という。）の合計額（各年度の占用料の額が

１００円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を１０

第２条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第３２条第

１項若しくは第３項の規定により許可をし、又は法第３５条の規定に

より同意した占用の期間（電線共同溝に係る占用料にあっては、電線

共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号。以下「電

線共同溝整備法」という。）第１０条、第１１条第１項若しくは第１

２条第１項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第２１条の

規定により協議が成立した占用することができる期間（当該許可又は

当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許

可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事

を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間）。

以下この項、第４条及び別表の備考第５号において同じ。）に相当す

る期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額

（その額が１００円に満たない場合にあっては、１００円）とする。

ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表

占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間

を、同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額（以下

「各年度の占用料の額」という。）の合計額（各年度の占用料の額が

１００円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を１０
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０円として合計した額）とする。 ０円として合計した額）とする。 

２ （略） ２ （略） 

（占用料の減免） （占用料の減免） 

第３条 市長は、次に掲げる占用物件（法第４０条に規定する占用物件

をいう。以下同じ。）に係る占用料については、前条の規定にかかわ

らず、免除するものとする。 

第３条 市長は、次に掲げる占用物件（法第４０条に規定する占用物件

をいう。以下同じ。）に係る占用料については、前条の規定にかかわ

らず、免除するものとする。 

（１）                               

                               

地方公共団体の行う事業に係るもの 

（１）法第３５条に規定する事業（道路法施行令（昭和２７年政令第４７

９号。以下「令」という。）第１９条に規定するものを除く。）及び

地方公共団体の行う事業に係るもの 

（２）～（７）（略） （２）～（７）（略）  

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

（占用料の徴収） （占用料の徴収） 

第４条 占用料は、法第３２条第１項又は第３項  の規定により許可

をした                 占用の期間に係る分を当

該占用の許可をした            日（電線共同溝に係る

占用料にあっては、電線共同溝整備法第１０条、第１１条第１項若し

くは第１２条第１項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第

２１条の規定により協議が成立した日（当該許可又は当該協議に係る

電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当

該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日））

から１月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占

用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占

第４条 占用料は、法第３２条第１項若しくは第３項の規定により許可

をし、又は法第３５条の規定により同意した占用の期間に係る分を当

該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日（電線共同溝に係る

占用料にあっては、電線共同溝整備法第１０条、第１１条第１項若し

くは第１２条第１項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第

２１条の規定により協議が成立した日（当該許可又は当該協議に係る

電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当

該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日））

から１月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占

用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占 
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用料は、市長の指定する期日をもって徴収するものとする。 

別表（第２条関係） 

占用物件 単位 占用料 

（略） （略） （略） （略） 

道路法施行

令（昭和２

７年政令第

４７９号。

以下この表

に お い て

「令」とい

う。）第７

条第１号に

掲げる物件 

（略） 
（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） 
（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） 
（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

 

用料は、市長の指定する期日をもって徴収するものとする。 

別表（第２条関係） 

占用物件 単位 占用料 

（略） （略） （略） （略） 

令第７条第

１号に掲げ

る物件 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） 
（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） 
（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

 

 



  

41 

亀山市営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（入居者の資格） （入居者の資格） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る

必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、

身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、か

つ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難

であると認められる者を除く。 

２ 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る

必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、

身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、か

つ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難

であると認められる者を除く。 

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略） 

（５）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する

被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）第１４条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の

一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項

に規定する支援給付を含む。）を受けている者 

（５）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する

被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（                平成６

年法律第３０号）第１４条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の

一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項

に規定する支援給付を含む。）を受けている者 

（６）～（８）（略） （６）～（８）（略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 
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亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（介護補償） （介護補償） 

第１１条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤

消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由

となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時

介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合

においては、市は、介護補償として、当該介護を受けている期間、常

時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して規則で定め

る金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は

入所している期間については、介護補償は、行わない。 

第１１条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤

消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由

となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時

介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合

においては、市は、介護補償として、当該介護を受けている期間、常

時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して規則で定め

る金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は

入所している期間については、介護補償は、行わない。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設

（次号において「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同

条第７項に規定する生活介護（次号において「生活介護」という。）

を受けている場合に限る。） 

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定する障害者支援施設

（次号において「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同

条第７項に規定する生活介護（次号において「生活介護」という。）

を受けている場合に限る。） 

（３）（略） （３）（略） 

２ （略） ２ （略） 
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